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予
備
的
調
査
要
請
書

一　

件
名

二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
に
関
す
る
予
備
的
調
査
要
請

一
一　
予
備
的
調
査
の
目
的

令
和
七
年
に
大
阪
市
で
開
催
予
定
の
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会

（以
下

「大
阪

。
関
西
万
博
」
と
い
う
。
）
の
会
場
建
設
費
に
つ
い
て
、
誘
致
段
階
で

は
千
二
百
五
十
億
円
だ

っ
た
が
、
令
和
二
年
十
二
月
に
は
千
人
百
五
十
億
円
に
増
額
さ
れ
、
令
和
二
年
十
月
に
は
二
千
三
百
五
十
億
円
に
増
額
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。
会
場
建
設
費
は
、
国
、
大
阪
府

。
大
阪
市
、
経
済
界
の
三
者
が
三
分
の

一
ず

つ
負
担
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
増
額
は
国
民
負

担
の
増
加
と
な
る
。
ま
た
、
会
場
建
設
費
以
外
に
つ
い
て
も
、
国
費
の
支
出
を
伴
う
大
阪

。
関
西
万
博
に
関
連
す
る
事
業
が
多
数
予
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
に
対
し
て
、
な
し
崩
し
的
に
税
金
が
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
ヶ
、
更
に
国
民
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
大
阪

・
関
西
万
博
に
関
す
る
費
用
の
全
体
像
に
つ
い
て
い
今
後
の
議
論
の
材
料
と
す
る
た
め
、
予
備
的
調
査
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

〓
一　
予
備
的
調
査
の
具
体
的
内
容

調
査
対
象

「二
〇
二
五
年
大
阪

。
関
西
万
博
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
Ｖ

ｅ
ｒ
．
４
」
（国
際
博
覧
会
推
進
本
部
、
令
和
五
年
六
月
二
十
日
）
↑
」れ
を
改
訂
す
る
場

合
は
改
訂
後
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
事
業

「二
〇
二
五
年
に
開
催
さ
れ
る
日
本
国
際
博
覧
会

（大
阪

・
関
西
万
博
）
に
関
連
す
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
計
画
に
つ
い
て
」
（国
際
博
覧
会
推
進
本
部
、

令
和
三
年
人
月
二
十
七
日
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
業

③
　
①
又
は
②
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
一〇
二
五
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会

（大
阪

・
関
西
万
博
）
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
の
推
進

を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
（令
和
二
年
十
二
月
二
十

一
日
閣
議
決
定
）
を
実
施
す
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
事
業

④
　
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

①
(1

②



（平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
人
号
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
事
業

②
　
調
査
項
目

①
　
⑪
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
各
事
業
の
名
称
、
内
容
及
び
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
の
名
称

②
　
①
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
各
事
業

（施
策
の
推
進
の
費
用
を
内
数
と
し
て
計
上
し
て
い
る
事
業

（以
下

「内
数
計
上
事
業
」
と
い
う
。）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
内
数
の
具
体
的
金
額
が
見
込
め
る
も
の
に
根
る
。）
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
府
が
見
込
ん
で
い
る
額
及
び
国
の
予
算
額

（令
和
二
年
度

ま
で
の
累
計
予
算
額
、
令
和
六
年
度
予
算
案
の
額
及
び
こ
れ
ら
の
額
以
外
に
今
後
見
込
ま
れ
る
額
を
い
い
、
内
数
計
上
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
数

と
し
て
見
込
め
る
具
体
的
な
金
額
を
い
う
。
）

③
　
②
の
全
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
府
が
見
込
ん
で
い
る
総
額
及
び
そ
の
う
ち
国
の
負
担
額

（内
数
計
上
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
数
を
し
て

見
込
め
る
額
と
す
る
。
）

④
　
内
数
計
上
事
業
の
う
ち
、
そ
の
内
数
の
具
体
的
金
額
が
見
込
め
な
い
各
事
業
の
予
算
額

（令
和
五
年
度
ま
で
の
累
計
予
算
額
及
び
令
和
六
年
度
予
算

案
の
額
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
総
額

四
　
そ
の
他

本
要
請
書
は
、
内
閣
委
員
会
に
送
付
さ
れ
た
い
。


